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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
方
に
は
、
健
や
か
に
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
現
在
我
が
国
は
、
平
成
２０
年
秋
の
世
界
的
な
金
融
危
機
以
降
、
厳
し
い
経
済
状
況
の
中
、

国
・
地
方
と
も
大
幅
な
税
収
減
が
予
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
特
に
、
現
下
の
地
方
財
政
は
未
曽
有
の

財
政
危
機
に
直
面
し
て
お
り
、
地
域
間
の
財
政
力
格
差
も
懸
念
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
本

会
と
し
て
は
、
地
方
財
政
の
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
に
対
し
地
方
税
財
源
の

充
実
強
化
を
強
く
要
望
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
平
成
２２
年
度
の
地
方
財
政
対
策
に
お
い
て
は
、
厳
し
い
地
方
財
政
に
配
慮
し
約
１
兆

円
の
「
地
域
活
性
化
・
雇
用
等
臨
時
特
例
費
（
仮
称
）
」
が
特
別
加
算
さ
れ
る
こ
と
や
、
財
源
不
足

額
を
埋
め
る
た
め
の
臨
時
財
政
対
策
債
の
大
幅
な
増
額
に
よ
り
実
質
地
方
交
付
税
総
額
が
前
年
度
比

１７
・
３
％
増
の
２４
兆
６
０
０
４
億
円
確
保
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
新
年
度
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
措
置
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
第
二
期
地
方
分
権
改
革
に
お
い
て
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
勧
告
を
踏
ま
え
、

政
府
で
は
、
昨
年
末
に
「
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
」
を
策
定
し
、
通
常
国
会
に
「
新
分
権
一
括
法

（
仮
称
）
」
を
提
出
す
る
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
本
会
と
し
て
は
、
「
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直

し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大
」
に
つ
い
て
、
そ
の
早
期
実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
第
２９
次
地
方
制
度
調
査
会
で
は
、
昨
年
６
月
「
議
会
の
団
体
意
思
決
定
機
能
や
監
視
機
能

の
向
上
策
」「
議
会
制
度
の
自
由
度
の
拡
大
」
等
に
つ
い
て
の
答
申
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
が
、
本
会
と
し
て
は
、
こ
の
答
申
を
踏
ま
え
た
法
令
改
正
を
求
め
る
と
と
も
に
、
議
会
活
動
の
大

幅
な
自
由
度
の
拡
大
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
、
関
係
機
関
に
訴
え
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
地
方
議
会
議
員
年
金
に
つ
い
て
は
、
昨
年
末
に
国
の
検
討
会
の
最
終
報
告
が
な
さ
れ
、
今

後
は
、
総
務
省
に
お
い
て
議
員
年
金
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
本
年
も
引
き
続
き
政
府
に
対
し
本
会
の
考
え
方
を
積
極
的
に
訴
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

本
会
要
望
事
項
の
実
現
に
は
、
加
盟
各
市
議
会
の
一
致
結
束
し
た
対
応
が
必
要
と
考
え
ら
れ
ま
す

の
で
、
一
層
の
連
携
・
協
力
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

新
春
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
全
国
都
市
の
興
隆
発
展
と
真
の
地
方
分
権
改
革
実
現
に
向
け
、
一
層

の
努
力
を
傾
け
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
更
な
る
ご
理
解
と
、
ご
支
援
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。昨

年
は
、
台
風
、
大
雨
な
ど
の
自
然

災
害
が
多
発
し
、
多
く
の
方
が
犠
牲
に

な
り
ま
し
た
。
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々

に
対
し
て
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
。

さ
て
、
総
務
大
臣
に
就
任
し
て
か
ら

初
め
て
の
正
月
を
迎
え
ま
し
た
。
新
政

権
発
足
後
、
こ
れ
ま
で
夢
中
で
走
っ
て

き
ま
し
た
が
、
本
年
も
、
以
下
の
課
題

解
決
に
向
け
、
全
力
で
頑
張
り
た
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

【
地
域
主
権
の
確
立
】

「
地
域
主
権
改
革
」
は
鳩
山
内
閣
の

１
丁
目
１
番
地
の
改
革
で
す
。

地
域
主
権
に
関
す
る
政
策
を
検
討
、

推
進
す
る
た
め
、
昨
年
１１
月
１７
日
に
、

鳩
山
総
理
を
ト
ッ
プ
と
す
る
「
地
域
主

権
戦
略
会
議
」
を
設
置
し
ま
し
た
。
同

年
１２
月
１４
日
に
初
会
合
が
開
催
さ
れ
、

地
域
主
権
改
革
の
た
め
の
諸
課
題
と
検

討
に
際
し
て
の
視
点
、
地
方
政
府
基
本

法
の
制
定
等
の
改
革
の
工
程
表
な
ど
に

つ
い
て
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し

た
。
今
後
、
こ
の
戦
略
会
議
を
改
革
の

エ
ン
ジ
ン
と
し
て
、
従
来
の
仕
組
み
そ

の
も
の
の
変
革
に
取
り
組
み
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
１２
月
１５
日
に
は
、
現
政

権
の
掲
げ
る
地
域
主
権
改
革
の
第
一
弾

と
し
て
、
義
務
付
け
・
枠
付
け
を
見
直

す
こ
と
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場
を
法

制
化
す
る
こ
と
、
今
後
の
地
域
主
権
改

革
の
推
進
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
を
盛

り
込
ん
だ
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
を

閣
議
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
法

改
正
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
所

要
の
法
案
を
本
年
の
通
常
国
会
に
提
出

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
域
主
権
の
確
立
の
た
め
に
は
、
地

方
が
自
由
に
使
え
る
財
源
を
増
や
し
、

三
位
一
体
改
革
に
よ
り
疲
弊
し
た
地
方

を
再
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
自

治
体
が
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
対
応

し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
平
成
２２
年
度
に

お
い
て
は
、
地
方
交
付
税
を
対
前
年
度

比
１
・
１
兆
円
増
額
し
、
１６
・
９
兆
円

と
し
て
い
ま
す
。
地
方
交
付
税
の
総
額

が
対
前
年
度
比
で
１
兆
円
以
上
増
加
す

る
の
は
、
平
成
１１
年
度
以
来
１１
年
ぶ
り

の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
地
方
税
制
改
正

に
伴
う
地
方
税
増
収
４
８
０
０
億
円

（
平
年
度
ベ
ー
ス
）
な
ど
自
主
財
源
の

充
実
に
も
努
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

地
方
税
制
に
つ
い
て
は
、
平
成
２２
年

度
地
方
税
制
改
正
に
お
い
て
、
支
え
合

う
社
会
の
実
現
に
必
要
な
財
源
を
確
保

す
る
と
と
も
に
、
地
域
主
権
を
確
立
す

る
た
め
の
税
制
を
構
築
す
る
観
点
か

ら
、
「
個
人
住
民
税
に
お
け
る
扶
養
控

除
の
見
直
し
」
、
「
軽
油
引
取
税
等
の

暫
定
税
率
を
廃
止
し
た
上
で
、
当
分
の

間
、
現
在
の
税
率
水
準
を
維
持
」
の
ほ

か
、「
地
方
た
ば
こ
税
の
税
率
引
上
げ
」

や
「
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
大
幅
な
見

直
し
及
び
そ
の
適
用
実
態
の
透
明
化
」

等
を
講
じ
て
ま
い
り
ま
す
。

市
町
村
合
併
に
つ
い
て
は
、
全
国
的

な
合
併
の
推
進
は
現
行
特
例
法
が
失
効

す
る
本
年
３
月
を
も
っ
て
一
区
切
り
と

す
る
こ
と
と
し
、
今
後
は
、
市
町
村
が

自
主
的
に
合
併
を
す
る
際
に
障
害
と
な

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
現

行
の
合
併
法
制
を
抜
本
的
に
改
正
、
延

長
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
間
の
広
域

連
携
制
度
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
ま

す
。そ

の
ほ
か
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
改
革

の
推
進
や
地
方
公
営
企
業
会
計
制
度
の

見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
医
療

の
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
公
立
病

院
改
革
の
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

【
新
た
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
の
展
開
】

Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
、
民
主
主
義
の
基
礎
と
な

る
イ
ン
フ
ラ
で
あ
り
ま
す
。
国
民
の
権

利
の
保
障
を
重
視
し
た
政
策
を
新
た
に

展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
み

な
ら
ず
、
地
球
的
規
模
に
お
い
て
直
面

す
る
経
済
的
・
社
会
的
な
諸
課
題
に
対

応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

昨
年
末
に
は
、
原
口
ビ
ジ
ョ
ン
の
一

環
と
し
て
、
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
維
新
ビ
ジ
ョ
ン

〜
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
バ
リ
ュ
ー
へ
の
投
資

〜
」
を
発
表
し
、
今
後
３０
年
を
視
野
に

入
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
成
長
戦
略
を
示

し
ま
し
た
。
今
後
、
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を

実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
取
組
に
尽

力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
、

過
去
の
競
争
政
策
を
見
直
す
と
と
も

に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
活
用
に
よ
る
諸
課
題

の
解
決
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
昨

年
１０
月
に
設
け
て
お

り
、
こ
の
タ
ス
ク
フ
ォ

ー
ス
に
お
い
て
新
た
な

Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
の
検
討
を

進
め
ま
す
。

【
郵
政
改
革
】

今
年
は
、
昨
年
１０
月
２０
日
に
閣
議
決

定
さ
れ
た
「
郵
政
改
革
の
基
本
方
針
」

に
基
づ
き
、
現
在
の
民
営
化
の
問
題
を

解
消
し
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、

国
民
生
活
の
確
保
や
地
域
社
会
の
活
性

化
等
に
貢
献
で
き
る
よ
う
、
具
体
的
な

経
営
形
態
等
の
検
討
を
行
う
と
と
も

に
、
そ
の
成
果
は
、
次
期
通
常
国
会
に

法
律
案
と
し
て
提
出
を
め
ざ
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
国
民
の
生
命
・
健
康
・
生
活
を
守
る

行
政
の
推
進
】

行
政
相
談
委
員
や
関
係
機
関
と
連
携

し
て
、
行
政
相
談
に
積
極
的
に
取
り
組

み
、
国
民
の
目
線
で
現
場
の
ニ
ー
ズ
を

つ
か
む
と
と
も
に
、
年
金
記
録
問
題
に

つ
い
て
、
国
民
の
立
場
に
立
っ
た
年
金

記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
の
活
動
に
よ

り
、
国
民
の
年
金
へ
の
信
頼
の
回
復
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

【
行
政
改
革
の
推
進
】

公
務
員
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
能

力
・
実
績
に
応
じ
た
処
遇
な
ど
の
着
実

な
実
施
に
向
け
て
、
採
用
昇
任
等
基
本

方
針
に
沿
っ
た
能
力
・
実
績
主
義
の
人

事
管
理
の
徹
底
や
人
事
評
価
制
度
の
円

滑
か
つ
的
確
な
運
用
を
推
進
し
ま
す
。

地
方
公
務
員
に
つ
い
て
も
、
適
正
な

定
員
管
理
の
推
進
や
、
給
与
の
一
層
の

適
正
化
を
進
め
る
な
ど
、
地
方
行
革
を

着
実
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
能
力
・

実
績
に
基
づ
く
人
事
管
理
の
徹
底
を
図

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

【
そ
の
他
】

本
年
は
、
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
が

実
施
さ
れ
ま
す
。
中
央
選
挙
管
理
会
や

都
道
府
県
、
市
町
村
等
と
連
携
協
力
し

て
、
選
挙
の
管
理
執
行
に
万
全
を
期
す

と
と
も
に
、
有
権
者
の
積
極
的
な
投
票

参
加
を
呼
び
か
け
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
総
務
省
の
抱
え
る
課

題
は
大
変
幅
広
い
分
野
に
及
ん
で
お
り

ま
す
。
今
後
も
総
務
省
の
総
合
力
を
生

か
し
て
、
国
民
の
皆
様
の
目
線
に
立
っ

て
各
般
の
施
策
を
着
実
に
推
進
し
、
こ

れ
か
ら
の
生
活
が
ま
す
ま
す
豊
か
な
も

の
と
な
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

本
年
も
皆
様
の
ご
支
援
・
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平平
成成
２２２２
年年

年年
頭頭
ああ
いい
ささ
つつ

総
務
大
臣

原

口

一

博

第１７４７・４８号 平成２２年１月１５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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「
地
方
議
会
議
員
年
金
の
給
付

と
負
担
を
見
直
す
に
当
た
っ
て

は
、
都
道
府
県
、
市
、
町
村
の
３

地
方
議
会
団
体
の
意
見
が
１
つ
に

ま
と
ま
る
こ
と
が
重
要
」
１２
月
２４

日
開
催
の
第
５
回
議
員
年
金
対
策

会
議（
座
長
�
五
本
幸
正
会
長
）で

出
席
者
か
ら
意
見
が
出
さ
れ
、
構

成
員
の
認
識
は
一
致
し
た
。

会
議
に
先
立
つ
２１
日
、
総
務
省

の
第
６
回
検
討
会
で
は
、
報
告
書

が
ま
と
め
ら
れ
た
�
別
紙
１
か
ら

４
に
報
告
書
の
抜
粋
を
添
付
。
検

討
会
に
は
、
独
自
案
で
あ
る
全
国

市
議
会
議
長
会
案
を
提
案
し
た

が
、
他
の
２
団
体
の
意
見
は
そ
れ

ぞ
れ
相
違
。
報
告
書
で
は
、
見
直

し
案
の
意
見
集
約
は
な
く
各
論
併

記
で
あ
っ
た
た
め
、
対
策
会
議
で

は
議
論
が
こ
の
点
に
集
中
し
た
。

政
府
は
１２
月
２５
日
、
明
年
度
予

算
案
を
閣
議
決
定
し
た
。
予
算
総

額
は
９２
兆
２
９
９
２
億
円
。
景
気

低
迷
に
よ
り
税
収
が
大
幅
に
落
ち

込
む
な
か
、
対
前
年
度
当
初
予
算

比
４
・
２
％
増
と
な
る
３
兆
７
５

１
２
億
円
を
積
み
増
し
た
。

う
ち
地
方
交
付
税
は
国
税
５
税

が
大
幅
減
と
な
り
、
法
定
率
分
が

対
前
年
度
当
初
予
算
比
２
兆
３
６

７
４
億
円
減
の
９
兆
４
６
５
４
億

円
。
し
か
し
「
法
定
加
算
」
「
特

別
な
加
算
」
「
児
童
手
当
等
特
例

交
付
金
」
な
ど
を
積
み
増
し
、
最

終
的
な
入
り
口
ベ
ー
ス
で
は
、
対

前
年
度
当
初
予
算
比
９
０
４
４
億

円
増
の
１７
兆
４
７
７
７
億
円
。

こ
の
結
果
、
特
別
会
計
へ
の
借

入
金
利
払
い
な
ど
２
０
１
０
億
円

を
除
き
、
出
口
ベ
ー
ス
の
地
方
交

付
税
額
は
、
対
前
年
度
当
初
予
算

比
１
兆
７
３
３
億
円
増
の
１６
兆
８

９
３
５
億
円
と
な
っ
た
。

２１
年
度
予
算
編
成
で
は
麻
生
内

閣
が
、
地
方
交
付
税
１
兆
円
の
特

別
加
算
を
実
施
し
た
。
鳩
山
内
閣

で
は
１
兆
円
の
う
ち
５
０
０
０
億

円
を
据
え
置
き
、
残
る
地
域
雇
用

創
出
推
進
費
（
２１
〜
２２
年
度
の
限

定
措
置
）
を
廃
止
。
代
わ
り
に
期

限
を
限
定
し
な
い
「
地
域
活
性
化

・
雇
用
等
臨
時
特
例
費
（
仮

称
）
」
を
創
設
し
９
８
５
０
億
円

を
積
み
、
「
特
別
な
加
算
」
と
し

て
１
兆
４
８
５
０
億
円
を
増
額
し

た
。
ま
た
、
出
口
ベ
ー
ス
で
は
、

臨
時
財
政
対
策
債
を
大
幅
に
増
や

し
た
。
財
政
力
の
弱
い
団
体
へ
傾

斜
配
分
し
、
財
政
力
格
差
の
是
正

に
配
慮
す
る
方
針
と
し
て
い
る
。

法定 率 分： ９４，６５４億円（▲２３，６７４億円）

法定 加 算： ７，５６１億円（＋ ３３０億円）

特別な加算： １４，８５０億円（＋４，８５０億円）

特例 加 算： ５３，８８０億円（＋２８，３２７億円）
（折半財源不足対応）

児童手当等特例交付金：
２，３３７億円（＋１，１７４億円）

（注）地方公務員の子ども手当と現行
児童手当の差額分等について、
特例交付金で財源手当。

減収補てん（住宅ローン減
税・自動車取得税減税分）
特例交付金：

１，４９５億円（＋３７億円）

特別交付金：
― （▲２，０００億円）

▼
議
長

▽
美
濃
加
茂
�
井
義
次（
１０
・
２０
）

▽
長
岡
京

岩
城
一
夫（
１０
・
２２
）

▽
山
陽
小
野
田大

空
軍
治（
１０
・
２２
）

▽
三
田

檜
田

充（
１０
・
２３
）

▽
倉
吉

福
井
康
夫（
１０
・
２３
）

▽
守
山

岩
佐
弘
明（
１０
・
２６
）

▽
川
西

安
田
忠
司（
１０
・
２６
）

▽
佐
賀

福
井
章
司（
１０
・
２９
）

▼
副
議
長

▽
美
濃
加
茂
堀
部
清
秀（
１０
・
２０
）

▽
長
岡
京

藤
本
秀
延（
１０
・
２２
）

▽
山
陽
小
野
田江

本
郁
夫（
１０
・
２２
）

▽
三
田

松
岡
信
生（
１０
・
２３
）

▽
倉
吉

金
光

�（
１０
・
２３
）

▽
川
西

梶
田
忠
勝（
１０
・
２６
）

▽
佐
賀

江
頭
弘
美（
１０
・
２９
）

糸
島
市
（
福
岡
県
）
が
１
月
１

日
付
で
、
み
よ
し
市
（
愛
知
県
）

が
４
日
付
で
誕
生
し
た
。
ま
た
、

宮
古
市
（
岩
手
県
）
、
長
野
市
（
長

野
県
）
、
長
浜
市
（
滋
賀
県
）
が

１
日
に
編
入
合
併
を
行
っ
た
。
よ

っ
て
１
月
１５
日
現
在
の
市
数
は
、

８
０
７
団
体
と
な
っ
た
。

各
市
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

【
糸
島
市
】
１
市
２
町
の
合
併
に

よ
り
誕
生
。
人
口
は
１０
万
８
５
３

人
（
住
民
基
本
台
帳
�
２１
年
１１
月

３０
日
時
点
）
、
面
積
は
２
１
６
・

１２
平
方
�
、
議
員
定
数
は
２４
人
。

【
み
よ
し
市
】
三
好
町
の
市
制
施

行
に
よ
り
誕
生
。
人
口
は
５
万
５

９
８
４
人
（
同
�
２１
年
１２
月
１
日

時
点
）、
面
積
は
３２
・
１１
平
方
�
、

議
員
定
数
は
２０
人
。
【
宮
古
市
】

１
村
を
編
入
し
、
人
口
は
６
万
９

５
１
人
（
同
�
２２
年
１
月
１
日
時

点
）
、
面
積
は
１
２
５
９
・
８９
平

方
�
、
議
員
定
数
は
３９
人
（
在
任

特
例
）
。
【
長
野
市
】
１
町
１
村

を
編
入
し
、
人
口
は
３８
万
５
７
６

５
人
（
同
�
２２
年
１
月
１
日
時

点
）
、
面
積
は
８
３
４
・
８５
平
方

�
、
議
員
定
数
は
４１
人
（
定
数
特

例
）
。
【
長
浜
市
】
６
町
を
編
入

し
、
人

口

は
１２
万
２
３
３
９
人

（
同
�
２２
年
１
月
１
日
時
点
）
、

面
積
は
６
８
０
・
７９
平
方
�
、
議

員
定
数
は
３４
人
。

議議
会会
人人
事事

１月１５日現在の市数
８０７市

うち
指定都市 １８市
中核市 ４１市
特例市 ４１市
一般市 ６８４市
特別区 ２３区

平成２２年度 地方財政対策の概要

地方交付税等：１７４，７７７億円
（対前年度＋９，０４４億円）

歳出総額 ８２．１兆円（▲０．４兆円）

一般歳出 ６６．３兆円（＋０．１兆円）

一般歳出（特別枠除き）６５．３兆円（▲０．４兆円）

給与関係経費

２１．７兆円

（▲０．４兆円）

一般行政経費 ２９．４兆円
（＋２．１兆円）

うち単独事業１３．８兆円

（±０．０兆円）

投資的経費 １１．９兆円

（▲２．１兆円）

特別枠
（地域活性化・雇用等臨時特例費）

１．０兆円（皆増）

地方再生対策費
０．４兆円（±０兆円）

公債費 １３．４兆円

（＋０．１兆円）

その他 ４．３兆円

（▲１．１兆円）

地方交付税
１６．９兆円
（＋１．１兆円）

臨時財政対策債 ７．７兆円
（＋２．６兆円）

（うち折半対象分）（５．４兆円）

地方税 ３２．５兆円

（▲３．７兆円）

地方譲与税１．９兆円

（＋０．５兆円）

特例交付金０．４兆円
（▲０．１兆円）

地方債 ５．８兆円
（上記臨財債除き）（▲０．９兆円）

その他 １６．９兆円

（＋０．１兆円）

交付税（入口）

１７０，９４５億円
（＋９，８３３億円）

交付税（出口）

１６８，９３５円
（＋１０，７３３円）

議議
会会
三三
団団
体体
のの
意意
見見
集集
約約
をを

市議長会
市共済会

議
員
年
金
対
策
会
議
で
認
識
一
致

地地
方方
交交
付付
税税
１１
・・
１１
兆兆
円円
増増

２２
年
度
予
算
案
を
閣
議
決
定

誕誕生生

編編入入
合合併併

糸糸島島市市
みみよよしし市市

宮宮古古市市
長長野野市市
長長浜浜市市

〕

〈地方財政収支見通し〉

（ 歳 出 ）

〔

（ 歳 入 ）

〈交付税特会〉

特会借入金利払等
▲２，０１０億円

（※）２２年度に予定
していた特別
会計借入金の
償 還（７，８１２億
円）は、後年度
に繰延べ。

〈一般会計〉

あ
い
さ
つ
す
る
五
本
会
長
（
右
）

左
は
藤
田
・
市
共
済
会
特
別
顧
問

（３） 平成２２年１月１５日 第１７４７・４８号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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日
本
国
憲
法
第
９２

条
の
規
定
に
基
づ

き
、
定
め
ら
れ
て
い

る
地
方
自
治
法
。
同

法
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
を
構
成
す
る
議

員
は
住
民
に
よ
る
直

接
選
挙
で
選
ば
れ
、

住
民
福
祉
の
向
上
を

図
る
た
め
に
昼
夜
を

問
わ
ず
日
々
、
活
動

し
て
い
ま
す
。
首
長

も
、
自
治
法
の
規
定

に
基
づ
き
選
任
さ

れ
、
執
行
機
関
の
長

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
い
わ

ば
両
者
は
、
存
在
の
根
拠
を
同
じ

く
し
、
住
民
に
対
す
る
責
任
を
負

っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
近
年
、
行
政
へ
の
市
民

参
加
や
、
執
行
機
関
に
よ
る
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
型
サ
ー
ビ
ス
の
普

及
に
よ
り
、
市
政
に
お
け
る
権
限

は
、
首
長
へ
一
元
化
す
る
傾
向
が

強
ま
る
ば
か
り
で
す
。
議
会
は
要

ら
な
い
―
―
一
部
に
は
、
こ
の
よ

う
に
言
い
切
っ
て
憚
ら
な
い
一
般

市
民
さ
え
い
ま
す
。

「
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
議
会
」

そ
し
て
「
市
民
に
開
か
れ
た
議

会
」
を
目
指
す
こ
と
の
必
要
性
、

「
単
な
る
予
算
の
承
認
機
関
」
に

陥
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
危
機

感
か
ら
、
多
く
の
議
会
で
「
議
会

改
革
」
に
向
け
た
取
り
組
み
が
、

活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
１
つ
の

取
り
組
み
が
「
議
会
基
本
条
例
」

の
制
定
と
い
え
ま
す
。

た
だ
し
、
市
民
に
開
か
れ
た
議

会
と
す
る
な
ら
ば
、
市
民
に
分
か

り
や
す
い
議
会
で
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ど
う
す
れ
ば
分
か
り
や

す
く
な
る
か
。
こ
の
課
題
に
取
り

組
ん
だ
の
が
大
分
市
議
会
で
す
。

大
分
市
議
会
で
議
会
基
本
条
例

が
成
立
し
た
の
は
、
平
成
２０
年
１２

月
１５
日
の
こ
と
。
第
４
回
定
例
会

の
最
終
日
、
全
議
員
の
賛
成
に
よ

り
成
立
し
ま
し
た
。
条
例
制
定
へ

至
る
発
端
は
、「
大
分
市
議
会
議

員
研
究
会
」
の
設
置
。
会
派
を
超

え
議
会
全
体
と
し
て
政
策
研
究
に

取
り
組
み
、
政
策
的
条
例
の
策
定

や
政
策
提
言
を
行
う
た
め
の
検
討

組
織
の
設
置
を
求
め
る
声
が
、
議

会
内
部
か
ら
持
ち
上
が
っ
た
こ
と

に
よ
り
ま
す
。

研
究
会
発
足
が
決
ま
り
、
初
会

合
が
開
催
さ
れ
た
の
は
１９
年
１０
月

１０
日
。
以
降
、
議
員
か
ら
の
政
策

課
題
募
集
、
初
課
題
に
議
会
基
本

条
例
を
選
定
、
条
例
案
作
成
へ
と

至
り
ま
す
。
条
例
案
の
作
成
過
程

で
は
２０
年
７
月
７
日
か
ら
１７
日
ま

で
の
１１
日
間
、
市
内
１３
か
所
で
市

民
意
見
交
換
会
を
開
催
。
延
べ
９５

名
（
平
成
２１
年
第
２
回
は
１
４
１

名
）
に
及
ぶ
全
て
の
議
員
が
会
場

へ
足
を
運
び
、
総
勢
４
２
９
名
の

市
民
と
対
話
し
ま
し
た
。

条
例
の
中
間
案
を
示
し
た
と
こ

ろ
、
市
民
か
ら
は
「
努
め
る
と
い

う
規
定
が
多
い
」「
一
問
一
答
は

分
か
り
や
す
い
」
な
ど
の
意
見
が

寄
せ
ら
れ
た
た
め
、
条
例
に
反
映

さ
せ
て
い
ま
す
。ま
た
、大
分
市
の

条
例
で
は
市
長
ら
の
反
問
権
を
認

め
、
市
民
の
興
味
を
喚
起
す
る
ば

か
り
か
、
よ
り
深
い
議
論
が
期
待

で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２１
年
度
か
ら
は
、
子
ど
も
条
例

を
テ
ー
マ
に
市
民
と
対
話
を
重
ね

つ
つ
、
研
究
に
取
り
組
む
大
分
市

議
会
。
真
摯
な
情
熱
は
、
必
ず
や

市
民
へ
伝
わ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

【
次
号
へ
続
く
】

仲仲
道道
議議
長長
のの
ココ
メメ
ンン
トト

議
会
内
で
の
研
究
検
討
を
重
ね

た
後
、
ま
ず
市
民
の
皆
様
の
中
に

飛
込
ん
で
い
く
こ
と
か
ら
始
め
ま

し
た
。
市
民
福
祉
の
向
上
に
資
す

る
議
会
改
革
へ
の
新
た
な
方
向
性

に
つ
い
て
、
様
々
な
ご
意
見
を
頂

き
、
全
員
参
加
・
全
会
一
致
を
大

原
則
に
創
り
上
げ
ま
し
た
。

取
り
組
み
を
始
め
て
か
ら
２
年

３
ヶ
月
、
条
例
制
定
か
ら
１
年
が

経
過
を
致
し
ま
し
た
が
、
現
在
も

新
し
い
発
想
に
よ
る
活
動
が
、
最

高
規
範
で
あ
る
議
会
基
本
条
例
の

下
で
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

２２１１
年年
度度
はは
子子
どど
もも
条条
例例

議 会
ニ ュ ー ス

【【大大分分市市議議会会】】

市市民民意意見見交交換換会会
でで議議会会基基本本条条例例
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【
目
次
】

１
�
は
じ
め
に
（
略
）

２
�
地
方
議
会
議
員
年
金
の
意
義
・
性
格
（
略
）

３
�
地
方
議
会
議
員
年
金
の
財
政
状
況
（
略
）

４
�
給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
に
つ
い
て
（
全
文
）

５
�
給
付
と
負
担
の
見
直
し
に
伴
う
検
討
事
項（
略
）

６
�
廃
止
を
す
る
場
合
の
考
え
方
に
つ
い
て（
全
文
）

７
�
終
わ
り
に
（
全
文
）

１
�
は
じ
め
に（
略
）

２
�
地
方
議
会
議
員
年
金
の
意
義
・
性
格（
略
）

３
�
地
方
議
会
議
員
年
金
の
財
政
状
況（
略
）

４
�
給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
に
つ
い
て

本
検
討
会
で
は
、
次
の
と
お
り
給
付
と
負
担
の
見

直
し
案
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

（
１
）
給
付
と
負
担
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
の
考
え

方
給
付
と
負
担
の
見
直
し
を
行
う
に
当
た
り
、
次
の

考
え
方
を
踏
ま
え
、
概
ね
２０
年
後
に
お
い
て
も
安
定

し
た
給
付
が
可
能
と
な
る
よ
う
検
討
を
行
っ
た
。

第
一
に
、
地
方
議
会
議
員
年
金
は
、
地
方
議
会
議

員
の
職
務
の
重
要
性
等
を
勘
案
し
て
設
け
ら
れ
た
公

的
な
互
助
年
金
で
あ
り
、
現
実
に
、
地
方
議
会
議
員

及
び
そ
の
遺
族
の
老
後
の
生
活
を
保
障
す
る
機
能
も

有
し
て
い
る
こ
と
。

第
二
に
、
市
・
町
村
議
会
議
員
年
金
財
政
の
悪
化

は
市
町
村
合
併
に
よ
る
議
員
数
の
急
減
が
主
な
原
因

で
あ
り
、
合
併
特
例
法
に
お
い
て
は
、
国
は
、
市
・

町
村
議
会
議
員
年
金
財
政
の
健
全
な
運
営
を
図
る
た

め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
は
市
町
村
合
併
等
に
よ

り
議
員
報
酬
等
に
つ
い
て
毎
年
度
約
１
１
０
０
億
円

（
平
成
１０
年
度
決
算
額
か
ら
平
成
１９
年
度
決
算
額
を

控
除
し
た
額
）
節
減
で
き
て
い
る
一
方
で
、
市
・
町

村
議
会
議
員
共
済
会
の
掛
金
収
入
等
の
減
少
を
招

き
、
年
金
財
政
の
大
幅
な
悪
化
を
も
た
ら
し
て
い
る

こ
と
。

第
三
に
、
平
成
１８
年
に
廃
止
さ
れ
た
国
会
議
員
互

助
年
金
（
国
費
負
担
対
議
員
負
担
�
７
対
３
）
と
異

な
り
、
地
方
議
会
議
員
年
金
は
、
こ
れ
ま
で
議
員
本

人
が
６
割
を
負
担
す
る
互
助
的
な
年
金
と
し
て
運
営

さ
れ
て
き
た
こ
と
。

な
お
、
今
後
と
も
安
定
的
な
給
付
を
行
う
た
め
に

は
、
財
政
再
計
算
ご
と
に
、
社
会
情
勢
の
変
化
や
財

政
状
況
等
を
踏
ま
え
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
必
要

が
あ
る
。

（
２
）
給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
（
Ａ
案
）
に
つ
い

て
（
別
紙
４
に
Ａ
案
・
Ｂ
案
の
表
掲
載
）

�
Ａ
案
の
考
え
方

市
・
町
村
議
会
議
員
年
金
は
、
市
町
村
合
併
の
影

響
を
大
き
く
受
け
た
こ
と
か
ら
、
激
変
緩
和
負
担
金

を
含
め
た
公
費
負
担
率
が
当
分
の
間
、
毎
年
５
割
程

度
と
な
る
よ
う
に
、
激
変
緩
和
負
担
金
を
強
化
・
延

長
し
、
給
付
水
準
・
掛
金
・
負
担
金
を
総
合
的
に
見

直
す
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
議
会
議
員
年
金
は
、
「
公
費
負
担
対
議

員
負
担
�
４
対
６
」
を
基
本
と
し
て
、
給
付
水
準
・

掛
金
・
負
担
金
を
総
合
的
に
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

�
収
入
面
の
見
直
し

地
方
議
会
議
員
年
金
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
る

と
、
年
金
財
政
安
定
化
の
た
め
に
、
一
定
の
収
入
面

の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
・
町
村
議
会
議
員
年
金
と
都

道
府
県
議
会
議
員
年
金
と
で
は
財
政
状
況
等
に
相
違

が
あ
る
た
め
、
市
・
町
村
議
会
議
員
年
金
と
都
道
府

県
議
会
議
員
年
金
の
場
合
を
分
け
て
収
入
面
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
ア
）
市
・
町
村
議
会
議
員
年
金

掛
金
率
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
改
正
に

よ
り
、
す
で
に
相
当
程
度
高
い
水
準
に
引
き
上
げ
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
年
金
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え
れ

ば
、
更
に
一
定
の
引
上
げ
を
行
う
こ
と
は
や
む
を
得

な
い
。

特
別
掛
金
率
に
つ
い
て
も
、
平
成
１４
年
改
正
及
び

平
成
１８
年
改
正
に
お
い
て
、
す
で
に
大
幅
な
引
上
げ

を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
年
金
財
政
の
状
況
を
踏
ま

え
、
更
な
る
引
上
げ
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

平
成
１８
年
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
市
町
村
合
併

の
影
響
に
対
す
る
特
例
措
置
と
し
て
設
け
ら
れ
た
激

変
緩
和
負
担
金
に
つ
い
て
も
、
財
源
不
足
に
対
す
る

市
町
村
合
併
の
影
響
分
の
う
ち
未
措
置
の
部
分
が
残

っ
て
お
り
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
議
員
定
数
の
減
少

に
よ
り
市
町
村
が
議
員
報
酬
等
の
支
出
を
大
幅
に
経

費
節
減
で
き
た
こ
と
に
鑑
み
、
強
化
す
る
こ
と
と
す

る
。一

方
で
、
負
担
金
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
住
民
の

理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
激
変
緩
和
負

担
金
も
含
め
た
公
費
負
担
率
を
５
割
以
下
に
と
ど
め

る
こ
と
と
し
、
激
変
緩
和
負
担
金
を
除
く
公
費
負
担

率
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
議
員
本
人
が
６
割
を
負

担
す
る
互
助
的
な
年
金
と
し
て
運
営
し
て
き
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
概
ね
４
割
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
観
点
を
踏
ま
え
、
収
入
面
の
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
平
成
２３
年
度
か
ら
平
成
３０
年
度
ま
で
の
掛

金
率
を
１７
・
５
％
、
特
別
掛
金
率
を
１３
％
、
負
担
金

率
を
１４
・
５
％
と
し
、
平
成
３１
年
度
以
降
は
、
掛
金

率
を
１６
・
５
％
、
特
別
掛
金
率
を
９
％
、
負
担
金
率

を
１３
％
と
す
る
。

ま
た
、
市
町
村
合
併
の
影
響
に
対
す
る
措
置
と
し

て
設
け
ら
れ
た
激
変
緩
和
負
担
金
は
、
平
成
４３
年
度

ま
で
延
長
し
た
上
で
、
そ
の
率
は
、
平
成
２３
年
度
か

ら
平
成
３０
年
度
ま
で
の
８
年
間
は
、
７
・
８
％
と

し
、
残
り
の
期
間
は
、
６
・
８
％
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
、
平
成
２３
年
度
か
ら
約
２０
年
間

で
、
未
措
置
の
合
併
影
響
分
（
約
１
８
８
３
億
円
）

に
対
し
て
、
激
変
緩
和
負
担
金
に
よ
り
約
７
割
（
約

１
２
９
６
億
円
）
が
対
応
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
イ
）
都
道
府
県
議
会
議
員
年
金

年
金
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
掛
金
率
・
特

別
掛
金
率
に
つ
い
て
は
一
定
の
引
上
げ
が
必
要
で
あ

り
、
掛
金
率
は
１３
・
５
％
に
、
特
別
掛
金
率
は
２
・

５
％
に
引
き
上
げ
る
が
、
負
担
金
率
に
つ
い
て
は
据

え
置
く
こ
と
と
す
る
。

�
給
付
面
の
見
直
し

厳
し
い
年
金
財
政
を
改
善
す
る
た
め
に
、
掛
金
等

の
引
上
げ
の
み
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

に
は
掛
金
等
の
大
幅
な
引
上
げ
が
必
要
で
あ
り
、
現

役
会
員
の
過
大
な
負
担
増
と
な
る
こ
と
か
ら
、
年
金

財
政
の
安
定
的
な
運
営
の
た
め
に
は
、
給
付
に
つ
い

て
も
一
定
程
度
の
引
下
げ
を
行
う
こ
と
は
避
け
ら
れ

な
い
。

そ
の
際
、
市
・
町
村
議
会
議
員
年
金
と
都
道
府
県

議
会
議
員
年
金
と
で
は
、
年
金
財
政
の
状
況
等
に
相

違
が
あ
る
も
の
の
、
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
が

「
地
方
議
会
議
員
の
任
務
の
重
要
性
を
勘
案
し
て
政

策
的
に
設
け
ら
れ
た
互
助
年
金
制
度
」
で
あ
る
と
い

う
制
度
の
趣
旨
・
性
格
は
、
都
道
府
県
議
会
、
市
議

会
、
町
村
議
会
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
同
じ
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
給
付
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
同
一

の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
給
付
に
つ
い
て
は
、
平
成
１４

年
改
正
に
お
い
て
、
既
に
年
金
算
定
基
礎
率
を
１
５

０
分
の
５０
か
ら
１
５
０
分
の
４０
に
２０
％
引
き
下
げ
て

い
る
こ
と
、
平
成
１８
年
改
正
に
お
い
て
１
５
０
分
の

「「
地地
方方
議議
会会
議議
員員
年年
金金
制制
度度
検検
討討
会会
」」報報
告告
２２１１年年１１２２月月

（（抜抜粋粋））
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４０
か
ら
１
５
０
分
の
３５
ま
で
更
に
１２
・
５
％
引
き
下

げ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
、
年
金
算
定
基
礎
率
を
１

５
０
分
の
３１
・
５
ま
で
更
に
１０
％
引
き
下
げ
る
こ
と

と
す
る
。

ま
た
、
年
金
受
給
資
格
を
得
る
の
に
必
要
な
在
職

年
数
（
１２
年
）
を
１
年
超
え
る
ご
と
に
年
金
算
定
基

礎
率
に
加
算
さ
れ
る
加
算
率
（
現
行
１
５
０
分
の
０

・
７
）
に
つ
い
て
も
、
年
金
算
定
基
礎
率
と
同
様
に

１０
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
、
１
５
０
分
の
０
・
６３

と
す
る
こ
と
と
す
る
。

さ
ら
に
、
厳
し
い
年
金
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え
れ

ば
、
現
役
会
員
だ
け
で
は
な
く
、
既
裁
定
者
に
対
し

て
も
応
分
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
と
し
、
既
裁
定
者

の
給
付
に
つ
い
て
も
１０
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す

る
。ま

た
、
平
成
１８
年
改
正
に
お
い
て
は
引
下
げ
を
行

わ
な
か
っ
た
、
既
に
受
給
を
し
て
い
る
遺
族
年
金
受

給
者
に
つ
い
て
も
応
分
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
と

し
、
給
付
を
１０
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
既
裁
定
者
に
対
す
る
給
付
の
引
下
げ
に
つ

い
て
は
、
（
６
）
で
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
が
、

給
付
の
引
下
げ
に
際
し
、
低
所
得
者
に
対
す
る
配
慮

措
置
を
充
実
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
時
金
に
つ
い
て
も
、
年
金
の
給
付
水
準
の
引
下

げ
と
の
均
衡
か
ら
、
年
金
算
定
基
礎
率
と
同
様
に
、

支
給
率
を
１０
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（
３
）
給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
（
Ｂ
案
）
に
つ
い

て
（
別
紙
４
に
Ａ
案
・
Ｂ
案
の
表
掲
載
）

�
Ｂ
案
の
考
え
方

市
・
町
村
議
会
議
員
年
金
の
市
町
村
合
併
の
影
響

に
よ
る
財
源
不
足
に
対
し
て
は
、
激
変
緩
和
負
担
金

を
３
倍
以
上
に
強
化
し
て
対
応
す
る
こ
と
と
し
、
市

町
村
合
併
以
外
の
原
因
に
よ
る
財
源
不
足
に
対
し
て

は
、
「
公
費
負
担
対
議
員
負
担
�
４
対
６
」
を
基
本

と
し
て
、
給
付
水
準
・
掛
金
・
負
担
金
を
総
合
的
に

見
直
す
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
議
会
議
員
年
金
は
、
「
公
費
負
担
対
議

員
負
担
�
４
対
６
」
を
基
本
と
し
て
、
給
付
水
準
・

掛
金
・
負
担
金
を
総
合
的
に
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

�
収
入
面
の
見
直
し

（
ア
）
市
・
町
村
議
会
議
員
年
金

平
成
１８
年
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
市
町
村
合
併

の
影
響
に
対
す
る
措
置
と
し
て
設
け
ら
れ
た
激
変
緩

和
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
議
員

定
数
の
減
少
に
よ
り
市
町
村
が
議
員
報
酬
等
の
支
出

を
大
幅
に
経
費
節
減
で
き
た
こ
と
に
鑑
み
、
財
源
不

足
に
対
す
る
市
町
村
合
併
の
影
響
分
の
う
ち
未
措
置

の
部
分
に
対
し
て
、
全
額
激
変
緩
和
負
担
金
と
し
て

公
費
で
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
場
合
、
市
町
村
合
併
の
特
例
措
置
と
し
て
設

け
ら
れ
た
激
変
緩
和
負
担
金
は
、
そ
の
率
を
１４
％
に

引
き
上
げ
、
平
成
３３
年
度
ま
で
延
長
し
た
上
で
、
平

成
３４
年
度
か
ら
平
成
３８
年
度
ま
で
の
５
年
間
に
漸
減

し
、
平
成
３９
年
度
に
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
議
員
本
人
が
６
割
を
負
担

す
る
互
助
的
な
年
金
と
し
て
運
営
し
て
き
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
激
変
緩
和
負
担
金
を
除
く
公
費
負
担
率
が

概
ね
４
割
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を

踏
ま
え
掛
金
率
・
特
別
掛
金
率
・
負
担
金
率
を
調
整

し
、
掛
金
率
を
１７
％
、
特
別
掛
金
率
を
１０
％
、
負
担

金
率
を
１４
％
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す

る
。な

お
、
こ
の
場
合
、
激
変
緩
和
負
担
金
を
含
む
公

費
負
担
率
は
１０
年
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
５
割
を

超
え
る
（
５７
・
４
％
）
こ
と
と
な
る
。

（
イ
）
都
道
府
県
議
会
議
員
年
金

上
述
の
考
え
方
か
ら
、
掛
金
率
は
１３
・
５
％
に
、

特
別
掛
金
率
は
４
％
に
、
負
担
金
率
は
１０
・
５
％
に

そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

�
給
付
面
の
見
直
し

Ａ
案
と
同
様
に
、
年
金
財
政
の
安
定
的
な
運
営
の

た
め
に
は
、
給
付
に
つ
い
て
も
一
定
程
度
の
引
下
げ

を
行
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
都
道
府
県
議
会
、
市

議
会
、
町
村
議
会
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
従
来
ど
お

り
同
一
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
年

金
算
定
基
礎
率
を
１
５
０
分
の
３３
・
２５
ま
で
更
に
５

％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
年
金
受
給
資
格
を
得
る
の
に
必
要
な
在
職

年
数
（
１２
年
）
を
１
年
超
え
る
ご
と
に
年
金
算
定
基

礎
率
に
加
算
さ
れ
る
加
算
率
（
現
行
１
５
０
分
の
０

・
７
）
に
つ
い
て
も
、
年
金
算
定
基
礎
率
と
同
様
に

５
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
、
１
５
０
分
の
０
・
６

６
５
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

さ
ら
に
、
厳
し
い
年
金
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え
れ

ば
、
現
役
会
員
だ
け
で
は
な
く
、
既
裁
定
者
に
対
し

て
も
応
分
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

既
裁
定
者
の
給
付
に
つ
い
て
も
５
％
引
き
下
げ
る
こ

と
と
す
る
。

ま
た
、
平
成
１８
年
改
正
に
お
い
て
は
引
下
げ
を
行

わ
な
か
っ
た
、
既
に
受
給
を
し
て
い
る
遺
族
年
金
受

給
者
に
つ
い
て
も
応
分
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
と

し
、
給
付
を
５
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
既
裁
定
者
に
対
す
る
給
付
の
引
下
げ
に
つ

い
て
は
、
（
６
）
で
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
が
、

給
付
の
引
下
げ
に
際
し
、
低
所
得
者
に
対
す
る
配
慮

措
置
を
充
実
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
時
金
に
つ
い
て
も
、
年
金
の
給
付
水
準
の
引
下

げ
と
の
均
衡
か
ら
、
年
金
算
定
基
礎
率
と
同
様
に
、

支
給
率
を
５
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（
４
）
給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
に
対
す
る
意
見

�
Ａ
案
に
対
す
る
意
見

本
検
討
会
で
は
、
Ａ
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

意
見
が
あ
っ
た
。

・
財
源
不
足
の
う
ち
、
未
措
置
の
合
併
影
響
分
が
激

変
緩
和
負
担
金
に
よ
り
７
割
し
か
措
置
さ
れ
て
い
な

い
の
は
問
題
で
あ
り
、
合
併
特
例
法
で
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
と
し
た
か
ら
に
は
全
額
公
費
で
対
応
す
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
一
方
、
合
併
影

響
分
の
７
割
を
激
変
緩
和
負
担
金
に
よ
り
対
応
す
れ

ば
合
併
特
例
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

�
Ｂ
案
に
対
す
る
意
見

本
検
討
会
で
は
、
Ｂ
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

意
見
が
あ
っ
た
。

・
激
変
緩
和
負
担
金
を
含
め
た
公
費
負
担
率
が
１０
年

以
上
に
わ
た
り
６
割
近
く
に
な
る
の
は
国
民
の
理
解

が
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
や
、
合

併
の
影
響
を
す
べ
て
公
費
で
対
応
す
る
の
は
理
解
を

得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
が
あ
っ

た
。

�
Ａ
案
・
Ｂ
案
に
共
通
す
る
意
見

本
検
討
会
で
は
、
Ａ
案
・
Ｂ
案
に
共
通
し
て
、
次

の
と
お
り
意
見
が
あ
っ
た
。

・
掛
金
率
・
特
別
掛
金
率
が
高
す
ぎ
る
中
で
さ
ら
に

引
き
上
げ
る
の
は
、
現
役
議
員
に
と
っ
て
は
こ
れ
以

上
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

・
現
役
議
員
の
給
付
率
に
つ
い
て
は
、
平
成
１４
年
改

正
、
平
成
１８
年
改
正
で
既
に
３
割
引
き
下
げ
ら
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
引
き
下
げ
る
（
Ａ
案
の
場
合
は
１０
％

引
下
げ
、
Ｂ
案
の
場
合
は
５
％
引
下
げ
）
の
は
問
題

で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

・
財
源
不
足
は
市
町
村
合
併
の
影
響
等
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
役
議
員
が
掛
金
の
引
上
げ
や

給
付
の
引
下
げ
に
よ
り
負
担
を
す
る
こ
と
は
問
題
で

あ
り
、
全
額
公
費
で
対
応
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の

意
見
が
あ
っ
た
。

・
世
代
間
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
た
め
、
既
裁
定
者

の
給
付
率
を
更
に
引
き
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

・
激
変
緩
和
負
担
金
を
除
く
公
費
負
担
率
に
つ
い
て

は
、
地
方
議
会
議
員
年
金
の
生
活
保
障
的
な
機
能
を

踏
ま
え
、
他
の
公
的
年
金
と
同
様
に
、
５
割
に
す
る

べ
き
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

（
５
）
給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
に
対
す
る
各
議
長

会
・
共
済
会
の
考
え
方

給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
Ａ
案
・
Ｂ
案
に
対
し
、

都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
、
全
国
市
議
会
議
長
会

及
び
全
国
町
村
議
会
議
長
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
次
の
考
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え
方
が
示
さ
れ
た
。

�
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
の
考
え
方

Ａ
案
・
Ｂ
案
に
対
し
、
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済

会
か
ら
、
次
の
と
お
り
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。

・
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
を
存
続
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、
現
役
会
員
の
負
担
と
受
益
の
関
係

が
保
険
制
度
と
し
て
の
限
界
点
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

世
代
間
の
給
付
と
負
担
の
不
均
衡
を
是
正
し
、
今
後

と
も
持
続
可
能
な
会
員
が
信
頼
で
き
る
制
度
と
し
て

構
築
す
べ
き
で
あ
る
。

・
存
続
す
る
場
合
は
、
Ａ
案
で
や
む
を
得
な
い
。

・
廃
止
す
る
場
合
の
考
え
方
を
検
討
す
る
と
し
た
意

見
も
４
分
の
１
程
度
あ
っ
た
。

な
お
、
廃
止
す
る
場
合
の
考
え
方
を
検
討
す
る
場

合
に
は
、
一
時
金
は
掛
金
総
額
の
６４
％
を
超
え
る
率

を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
地
方
議
会
議
員
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
被

用
者
年
金
と
同
様
に
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
の
報
酬
比

例
部
分
と
す
る
な
ど
新
た
な
制
度
の
創
設
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

�
全
国
市
議
会
議
長
会
の
考
え
方

Ａ
案
・
Ｂ
案
に
対
し
、
全
国
市
議
会
議
長
会
（
市

議
会
議
員
共
済
会
）
か
ら
次
の
と
お
り
の
別
案
（
以

下
「
全
国
市
議
会
議
長
会
の
案
」
と
い
う
。
）
が
提

示
さ
れ
た
。

市
・
町
村
議
会
議
員
年
金
の
市
町
村
合
併
の
影
響

に
よ
る
財
源
不
足
に
対
し
て
は
、
全
額
激
変
緩
和
負

担
金
で
対
応
す
る
こ
と
と
し
、
市
町
村
合
併
以
外
の

原
因
に
よ
る
財
源
不
足
に
対
し
て
は
、
「
公
費
負
担

対
議
員
負
担
�
５
対
５
」
を
基
本
と
し
て
、
給
付
水

準
・
掛
金
・
負
担
金
を
総
合
的
に
見
直
す
こ
と
と
す

る
。収

入
面
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
合
併
の

特
例
措
置
と
し
て
設
け
ら
れ
た
激
変
緩
和
負
担
金
の

率
を
１４
％
に
引
き
上
げ
、
平
成
３３
年
度
ま
で
延
長
し

た
上
で
、
平
成
３４
年
度
か
ら
平
成
３８
年
度
ま
で
の
５

年
間
に
漸
減
し
、
平
成
３９
年
度
に
廃
止
す
る
こ
と
と

す
る
。

掛
金
・
特
別
掛
金
の
引
上
げ
は
行
わ
ず
、
負
担
金

に
つ
い
て
は
１６
％
に
引
き
上
げ
、
特
別
掛
金
に
対
す

る
負
担
金
を
新
た
に
創
設
し
て
、
７
・
５
％
と
す

る
。給

付
面
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
引
下
げ
は
行

わ
な
い
。

地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
を
今
後
も
維
持
し
て
い

く
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
仮
に
、
地
方
議
会
議
員
の

年
金
制
度
の
廃
止
を
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
国
会
議
員
年
金
の
廃
止
の
例
に
な
ら
う
も
の

と
し
、
受
給
資
格
の
あ
る
現
職
議
員
が
年
金
で
は
な

く
一
時
金
を
選
択
し
た
場
合
の
給
付
額
に
つ
い
て

は
、
掛
金
総
額
の
６４
％
で
は
な
く
８０
％
と
す
べ
き
で

あ
る
。

�
全
国
町
村
議
会
議
長
会
の
考
え
方

Ａ
案
・
Ｂ
案
に
対
し
、
全
国
町
村
議
会
議
長
会
か

ら
、
年
金
制
度
を
維
持
存
続
し
、
将
来
に
わ
た
り
安

定
的
な
年
金
給
付
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
Ｂ
案
を
基

本
と
し
つ
つ
次
の
点
を
検
討
す
べ
き
と
の
考
え
方
が

示
さ
れ
た
。

・
市
町
村
合
併
が
年
金
財
政
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ

い
て
は
、
市
町
村
合
併
特
例
法
第
６５
条
第
３
項
に
基

づ
き
、
激
変
緩
和
負
担
金
と
し
て
全
額
財
政
措
置
す

る
こ
と
。

・
激
変
緩
和
負
担
金
を
除
く
公
費
負
担
を
議
員
負
担

と
同
水
準
ま
で
引
上
げ
る
こ
と
。

・
現
職
議
員
に
つ
い
て
は
、
度
重
な
る
こ
れ
ま
で
の

改
正
を
踏
ま
え
、
給
付
や
掛
金
に
関
し
過
度
の
負
担

を
強
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
制
度
設
計
を
行
う
こ

と
。

�
全
国
市
議
会
議
長
会
の
案
に
対
す
る
意
見

本
検
討
会
で
は
、
全
国
市
議
会
議
長
会
の
案
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
意
見
が
あ
っ
た
。

・
激
変
緩
和
負
担
金
を
含
め
た
公
費
負
担
率
が
１０
年

以
上
に
わ
た
り
６
割
以
上
に
な
る
の
は
国
民
の
理
解

が
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
が
あ
っ

た
。

・
全
国
市
議
会
議
長
会
が
、
財
源
不
足
に
対
し
て
地

方
議
会
議
員
の
追
加
負
担
が
な
く
、
す
べ
て
公
費
で

負
担
す
べ
き
と
す
る
案
し
か
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
案
は
国
民
の
理
解
が

得
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
結
局
は
、

廃
止
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
が

あ
っ
た
。

５
�
給
付
と
負
担
の
見
直
し
に
伴
う
検
討
事

項（
略
）

６
�
廃
止
を
す
る
場
合
の
考
え
方
に
つ
い
て

上
述
の
よ
う
な
給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
に
加

え
、
本
検
討
会
で
は
、
次
の
と
お
り
、
地
方
議
会
議

員
年
金
の
廃
止
を
す
る
場
合
の
考
え
方
に
つ
い
て
検

討
し
た
。

（
１
）
廃
止
を
す
る
場
合
の
考
え
方
に
つ
い
て

�
基
本
的
な
考
え
方

国
会
議
員
互
助
年
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
１８
年
４

月
に
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
会
議
員
互
助

年
金
と
地
方
議
会
議
員
年
金
と
で
は
、
制
度
の
基
本

的
性
格
、
運
営
方
式
、
国
庫
負
担
率（
公
費
負
担
率
）

及
び
平
均
年
金
額
等
の
実
態
が
異
な
っ
て
い
る
も
の

の
、
国
会
議
員
互
助
年
金
に
準
じ
て
地
方
議
会
議
員

年
金
が
創
設
さ
れ
た
経
緯
に
鑑
み
、
廃
止
を
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
国
会
議
員
互
助
年
金
の
廃
止
に
な
ら

い
、
現
受
給
者
・
現
会
員
に
対
し
て
十
分
な
保
障
を

し
た
上
で
、
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

地
方
議
会
議
員
年
金
は
、
既
に
平
成
１４
年
・
平
成

１８
年
改
正
に
よ
り
、
現
会
員
の
給
付
の
約
３０
％
引
下

げ
（
１
５
０
分
の
５０
↓
１
５
０
分
の
３６
）
、
既
裁
定

者
の
給
付
の
１０
％
引
下
げ
（
１
５
０
分
の
５０
↓
１
５

０
分
の
４５
）
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国

会
議
員
互
助
年
金
以
上
の
給
付
の
引
下
げ
が
既
に
実

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
状
の
状
態
で
廃
止
す

る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
国
会
議
員
互
助
年
金
に
な
ら
い
、
高
額
所

得
者
に
対
す
る
支
給
停
止
措
置
を
強
化
す
る
こ
と
と

す
る
。

廃
止
を
し
た
場
合
、
財
源
の
約
６
割
を
占
め
る
現

役
会
員
の
掛
金
収
入
が
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
廃
止

に
伴
う
過
去
債
務
の
支
払
い
に
必
要
な
費
用
の
財
源

を
、
例
え
ば
、
会
員
の
報
酬
総
額
に
応
じ
て
、
各
地

方
公
共
団
体
が
公
費
で
負
担
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
平
成
２３
年
度
は
統
一
地
方
選
挙
の
年
に
あ

た
り
、
任
期
満
了
に
よ
り
１２
年
の
受
給
資
格
を
得
る

者
が
約
５
０
０
０
人
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
廃
止
法

の
施
行
を
平
成
２３
年
春
と
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

�
現
職
議
員
の
給
付
の
取
扱
い

国
会
議
員
互
助
年
金
の
廃
止
の
場
合
、
受
給
資
格

を
満
た
し
て
い
る
者
（
在
職
１０
年
以
上
）
は
、
納
付

金
総
額
の
８０
％
を
退
職
時
に
受
給
す
る
か
、
又
は
、

退
職
後
、
廃
止
前
（
平
成
１８
年
３
月
時
点
）
の
法
律

に
よ
り
年
金
額
の
１５
％
引
下
げ
を
し
た
年
金
を
受
給

す
る
か
を
選
択
で
き
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

地
方
議
会
議
員
年
金
を
廃
止
す
る
場
合
に
は
、
受

給
資
格
を
満
た
し
て
い
る
者
（
在
職
１２
年
以
上
）
に

つ
い
て
は
、
掛
金
総
額
の
６４
％
の
一
時
金
を
退
職
時

に
受
給
す
る
か
、
退
職
後
、
廃
止
前
の
法
律
に
よ
る

年
金
を
受
給
す
る
か
選
択
で
き
る
制
度
と
す
る
こ
と

と
す
る
。

な
お
、
受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
る
者
が
一
時
金

を
選
択
す
る
場
合
の
支
給
率
を
掛
金
総
額
の
６４
％
と

し
て
い
る
の
は
、
現
行
制
度
の
一
時
金
の
支
給
率
の

う
ち
最
も
高
い
率
が
６４
％
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
地
方
議
会
議
員
年
金
は
、
上
述
の
と
お
り
、

国
会
議
員
互
助
年
金
よ
り
も
給
付
水
準
を
引
き
下
げ

て
い
る
た
め
、
廃
止
前
の
法
律
に
よ
る
年
金
を
受
給

す
る
こ
と
を
選
択
で
き
る
制
度
と
す
る
が
、
年
金
を

受
給
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
高
額

所
得
者
に
対
す
る
支
給
停
止
措
置
を
強
化
す
る
こ
と

と
す
る
。

（別紙３） 平成２２年１月１５日 第１７４７・４８号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



具
体
的
に
は
、
議
員
年
金
の
額
と
前
年
の
議
員
年

金
等
を
除
く
所
得
（
総
所
得
金
額
ベ
ー
ス
）
と
の
合

計
額
が
６
０
０
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
超
え

る
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
の
年
金
の
支
給
を

停
止
し
、
最
低
保
障
額
は
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

国
会
議
員
互
助
年
金
の
廃
止
の
場
合
、
受
給
資
格

を
満
た
し
て
い
な
い
者
（
在
職
１０
年
未
満
）
は
、
廃

止
前
の
法
律
で
一
時
金
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
納

付
金
総
額
の
８０
％
を
退
職
時
に
受
給
す
る
制
度
と
な

っ
て
い
る
が
、
地
方
議
会
議
員
年
金
を
廃
止
す
る
場

合
も
同
様
に
、
受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
な
い
者
に

つ
い
て
廃
止
前
の
法
律
で
設
定
さ
れ
て
い
る
在
職
年

数
に
応
じ
た
一
時
金
率
で
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
国
会
議
員
互
助
年
金
の
廃
止
の
際
、
廃
止

前
は
一
時
金
が
支
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
在
職
３
年

未
満
の
者
に
対
し
て
、
一
時
金
を
支
給
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
議
会
議
員
年
金
を
廃
止

す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
在
職
３
年
未
満

の
者
に
対
し
て
一
時
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
。

�
退
職
し
た
議
員
で
既
に
退
職
年
金
を
受
給
し
て
い

る
者
の
給
付
の
取
扱
い

国
会
議
員
互
助
年
金
の
廃
止
の
場
合
、
退
職
し
た

議
員
で
既
に
退
職
年
金
を
受
給
し
て
い
る
者
の
給
付

に
つ
い
て
は
、
年
金
額
に
応
じ
て
最
大
で
１０
％
の
給

付
の
引
下
げ
を
行
っ
た
上
で
、
退
職
年
金
の
支
給
を

継
続
し
て
い
る
。

地
方
議
会
議
員
年
金
を
廃
止
す
る
場
合
は
、
上
述

の
と
お
り
、
平
成
１８
年
改
正
で
一
律
１０
％
の
給
付
引

下
げ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
廃
止
前
の
法
律
に

よ
り
退
職
年
金
の
支
給
を
継
続
す
る
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、
高
額
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
�
と
同
様

に
、
支
給
停
止
措
置
を
強
化
す
る
こ
と
と
す
る
。

�
退
職
し
た
議
員
の
遺
族
で
既
に
遺
族
年
金
を
受
給

し
て
い
る
者
の
給
付
の
取
扱
い

国
会
議
員
互
助
年
金
の
廃
止
の
場
合
、
退
職
し
た

議
員
の
遺
族
で
既
に
遺
族
年
金
を
受
給
し
て
い
る
者

の
給
付
に
つ
い
て
は
、
廃
止
前
の
法
律
に
基
づ
き
支

給
を
継
続
し
て
い
る
。

地
方
議
会
議
員
年
金
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て

も
廃
止
前
の
法
律
に
基
づ
き
支
給
を
継
続
す
る
こ
と

と
す
る
。

（
２
）
廃
止
す
る
場
合
に
必
要
な
費
用

（
１
）
の
考
え
方
に
し
た
が
っ
て
、
受
給
資
格
を

有
す
る
現
役
議
員
が
全
員
年
金
を
選
択
し
た
と
仮
定

し
て
廃
止
し
た
場
合
に
必
要
な
費
用
を
試
算
す
る

と
、
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
及
び
市
・
町
村
議

会
議
員
共
済
会
を
合
わ
せ
た
総
額
で
は
、
約
５９
年
間

の
累
計
で
約
１
兆
３
３
７
７
億
円
必
要
と
な
る
。
単

年
度
に
お
い
て
は
、
平
成
２３
年
度
で
約
７
３
９
億
円

と
見
込
ま
れ
る
が
、
そ
の
後
、
平
成
３３
年
度
に
は
約

５
２
６
億
円
、
平
成
４３
年
度
に
は
約
２
９
０
億
円
と

逓
減
し
て
い
き
、
平
成
４７
年
度
か
ら
平
成
４８
年
度
頃

に
お
い
て
、
給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
（
Ａ
案
）
よ

り
も
、
単
年
度
の
公
費
の
額
は
少
な
く
な
る
見
通
し

で
あ
る
。

（
３
）
廃
止
を
す
る
場
合
の
考
え
方
に
対
す
る
意
見

本
検
討
会
に
お
い
て
は
、
廃
止
を
す
る
場
合
の
考

え
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
意
見
が
あ
っ
た
。

・
度
重
な
る
給
付
と
負
担
の
見
直
し
に
よ
り
、
現
職

議
員
に
は
負
担
に
耐
え
ら
れ
ず
、
廃
止
を
し
た
方
が

よ
い
と
考
え
る
者
も
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意

見
が
あ
っ
た
。

・
廃
止
に
よ
り
地
方
議
会
議
員
の
担
い
手
が
確
保
で

き
な
く
な
る
こ
と
を
懸
念
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。

・
廃
止
の
場
合
の
公
費
負
担
額
が
当
面
多
額
と
な
る

こ
と
か
ら
、
国
民
の
理
解
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
一
定
の
給
付
引
下
げ
が
必
要
と
な
る

可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
が
あ
っ

た
。

・
受
給
資
格
を
有
す
る
現
職
議
員
に
対
す
る
一
時
金

の
支
給
率
に
つ
い
て
は
６４
％
で
は
な
く
、
少
な
く
と

も
国
会
議
員
互
助
年
金
並
に
８０
％
と
す
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。

・
地
方
分
権
の
進
展
等
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ

り
、
今
後
の
地
方
議
会
議
員
年
金
財
政
の
動
向
は
不

透
明
で
あ
り
、
そ
の
際
は
何
ら
か
の
見
直
し
を
再
度

行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
廃
止
も
一
つ

の
選
択
肢
で
は
な
い
か
、
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。

（
４
）
廃
止
を
し
た
後
の
方
策
に
関
す
る
意
見

廃
止
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
幅
広
い
層
か
ら
人
材

を
確
保
し
、
地
方
議
会
が
期
待
さ
れ
る
役
割
を
果
た

し
て
い
く
観
点
と
と
も
に
、
地
方
議
会
議
員
の
退
職

後
の
生
活
を
保
障
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
議
会
議
員

に
つ
い
て
も
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
の
報
酬
比
例
部
分

と
し
て
制
度
を
設
け
る
な
ど
何
ら
か
の
方
策
を
検
討

す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

７
�
終
わ
り
に

本
検
討
会
に
お
い
て
は
、
市
町
村
合
併
の
進
展
等

に
よ
り
厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
る
地
方
議
会
議
員
年

金
制
度
の
今
後
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、

そ
の
果
た
し
て
い
る
役
割
を
議
論
し
、
財
源
不
足
に

対
す
る
市
町
村
合
併
の
影
響
度
合
い
の
試
算
な
ど
具

体
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
分
析
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

本
検
討
会
は
、
地
方
分
権
の
推
進
に
伴
い
地
方
公

共
団
体
の
役
割
が
拡
大
し
て
い
く
状
況
下
で
の
地
方

議
会
の
位
置
づ
け
や
果
た
す
べ
き
役
割
の
重
要
性
、

幅
広
い
層
か
ら
の
人
材
確
保
の
観
点
、
ま
た
、
地
方

議
会
議
員
年
金
が
議
員
の
老
後
の
生
活
を
保
障
し
て

い
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
方
議
会

議
員
年
金
の
安
定
的
な
給
付
を
可
能
と
す
る
た
め
に

必
要
な
給
付
と
負
担
の
見
直
し
案
（
Ａ
案
・
Ｂ
案
）

を
作
成
し
、
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
財
源
不
足
に
対
し
て
、
地
方
議
会
議
員
の

追
加
負
担
が
な
く
、
す
べ
て
公
費
で
負
担
す
べ
き
と

す
る
案
が
出
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
当
該
案
で
は

国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
意
見
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
強
制
加
入
の
年
金
制
度
と
し
て
維
持
し

て
い
く
に
は
現
職
議
員
の
負
担
が
過
重
と
な
っ
て
お

り
、
地
方
議
会
議
員
年
金
を
廃
止
す
る
こ
と
も
一
つ

の
選
択
肢
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合

の
考
え
方
や
そ
の
方
策
に
つ
い
て
も
本
検
討
会
に
お

い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
廃
止
を
す
る
場
合

に
は
、
国
会
議
員
互
助
年
金
の
廃
止
の
方
法
に
な
ら

い
、
受
給
者
及
び
現
会
員
に
対
す
る
十
分
な
保
障
が

必
要
で
あ
る
。

本
検
討
会
と
し
て
は
、
市
町
村
合
併
の
急
速
な
進

展
等
に
伴
う
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
の
基
盤
の
構

造
的
な
変
化
に
よ
り
、
平
成
２３
年
に
は
市
・
町
村
議

会
議
員
共
済
会
に
係
る
受
給
者
へ
の
年
金
給
付
が
不

能
と
見
込
ま
れ
る
事
態
に
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
早
急

な
対
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ

る
。

（別紙４）

（概要）
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